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目で確認 声出し確認 火の用心
令和５年度 東京消防庁火災予防標語 作者／岩崎 公瑠美さん（清瀬市在学）



住宅用火災警報器は古くなると電子部品の劣化や

電池切れなどで火災を感知しなくなることがあり
ます。

定期的に点検を行い、作動しない場合は、電池や

住宅用火災警報器本体の交換を検討しましょう！

住宅用火災警報器の点検方法

ボタンを
押す！

ひもを
引く！

本体のボタンを押すか、付属のひもを引いて点検できます。
正常な場合、正常を知らせる音声や警報音が鳴ります。

または

本 体 の 交 換

小石川消防署管内に
在住、勤務または
通学する１８歳以上の
健康な方

入団資格

消防団員募集中!

設置年月を確認し、設置から
１０年経過したものは機器の
本体を交換しましょう。

今 あなたの
力が必要です



死者・行方不明者が約10万５千人発生した
関東大震災から、今年で１００年の節目となり
ます。
今後発生が危惧される首都直下型地震は、
都内のどこが震源になってもおかしくありま
せん。
自分や家族の大切な命を守るために、事前に
防災対策を行いましょう！

大きな地震が発生すると室内の家具類の転倒・落下・移動す
る現象が発生し、『３つの危険』が生じます。

レイアウトを工夫しよう！

通路や、出入り口付近には、
転倒、移動しやすい家具類を
置かないようにしましょう。

寝室には、なるべく家具を置か
ないようにしましょう。

出典：日本聯合通信社/国立国会図書館

関東大震災から１００年



問合せ先 小石川消防署 ℡03(3812)0119
老松出張所 ℡03(3943)0119
大塚出張所 ℡03(3945)0119

ホームページアドレス http://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-koisikawa/
◆発行 小石川防火管理研究会小石川消防安全会小石川防火防災協会
◆監修 小石川消防署

１１９番通報をしてもつながりにくい場合がありますが、、、

①つながるまで自分からは電話を切らずにお待ちください！

②小石川消防署、老松出張所、大塚出張所でも通報を受け

付けています！

③緊急性を要しない消防に関する問合せは、１１９番通報で

はなく下記問合せ電話番号へご連絡ください！

１１９番通報が
大変混みあっています！


